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お客さま 各位 

 

岡崎信用金庫 

 

預金口座の売買・譲渡・譲受・レンタルは犯罪です 

 

平素より岡崎信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

近年、預金口座の売買・譲渡・譲受・レンタルなどの行為が、金融犯罪に悪用されるケー

ズが増加しています。これらの行為は、犯罪収益移転防止法や金融商品取引法などの法令に

より厳しく規制されており、違反した場合には刑事罰が科される可能性があります。 

 

当金庫では、お客さまが金融犯罪に巻き込まれることのないよう、法令遵守の徹底と金融

犯罪の未然防止に努めております。お客さまにおかれましても、預金口座の売買・譲渡・譲

受・レンタルなどの行為は、決して行わないようにお願い申し上げます。 

 

万が一、これらの行為が確認された場合には、当金庫は、預金口座の取引停止、警察への

通報など、関係法令に基づき、必要な対応を取らせていただきます。 

 

何卒、皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以上 

 



法令で禁止されている行為

・口座の売買・譲渡・譲受・レンタル
・他人になりすましての口座開設
・キャッシュカードを譲り渡す行為
・インターネットバンキングの ID ・
　パスワード情報を譲り渡す行為

売買された口座は「振り込め詐欺」や「マネー・ローンダリング」等の
さまざまな犯罪に悪用されてしまいます。「口座を高価で買取します」
などと持ち掛けられても、絶対に応じないでください。

※口座の利用停止または解約をさせていただきます。
※将来にわたって当金庫との取引をお断りさせていただきます。

（刑事罰の対象となります）

口座売買・譲渡・
譲受・レンタルは

 です！！

以上の行為が判明した場合…

「犯罪」
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